
議案第４号 

八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和８年２月２４日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

八幡浜市職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを削るものとする。 

改正後 改正前 

  

（通勤手当） （通勤手当） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) （略） (1) （略）  

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間に

つき、６６，４００円を超えない範囲内で自動

車等の使用距離の区分に応じて規則で定める

額（育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短

時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通

勤回数を考慮して規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職

員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞ

れ次に定める額             

 （育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短

時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通

勤回数を考慮して規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

 ア 自動車等の使用距離（以下この号において

「使用距離」という。）が片道５キロメート

ル未満である職員 ２，０００円 

 イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０

キロメートル未満である職員 ４，９００円 

 ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１

５キロメートル未満である職員 ７，３００

円 

 エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２

０キロメートル未満である職員 １０，４０

０円 

 オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２

５キロメートル未満である職員 １３，５０

０円 



 カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３

０キロメートル未満である職員 １６，６０

０円 

 キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３

５キロメートル未満である職員 １９，７０

０円 

 ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４

０キロメートル未満である職員 ２２，８０

０円 

 ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４

５キロメートル未満である職員 ２５，９０

０円 

 コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５

０キロメートル未満である職員 ２９，１０

０円 

 サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５

５キロメートル未満である職員 ３２，３０

０円 

 シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６

０キロメートル未満である職員 ３５，５０

０円 

 ス 使用距離が片道６０キロメートル以上で

ある職員 ３８，７００円 

(3) （略） (3) （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 通勤手当は、支給単位期間（市長が規則で定

める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期

間）に係る最初の月（当該月に通勤手当を支給

することが困難な場合として市長が規則で定め

る場合にあっては、その翌月）の市長が規則で

定める日に支給する。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（市長が規則で定

める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期

間）に係る最初の月            

                     

              の市長が規則で

定める日に支給する。 

７・８ （略） ７・８ （略） 

９ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の

変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給

及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

９ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の

変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給

及び返納に関し必要は事項は、市長が別に定め

る。 

  

附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  

提案理由 

八幡浜市の職員の給与を人事院勧告等に準じることに伴い、所要の改正を行

うため。 


